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参
議
院
議
員
田
中
康
夫
君
提
出

「森
林

ニ
ュ
ー
デ
イ
ー
ル
」
政
策
の
実
施
と

「新
三
業
革
命
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
土
の
保
全
、
水
源
の
か
ん
養
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
、
林
産
物
の
供
給
と
い
っ
た
多
面
的
機
能
を
有
す
る
森
林
の
整
備

は
、
地
域
に
お
け
る
雇
用
の
創
出
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
林
業
の
振
興
の
み
な
ら
ず
、
農
業
用
水
の
確
保
や
漁
場
の
保
全

を
通
じ
て
農
業
及
び
漁
業
に
も
神
益
す
る
な
ど
国
民
全
体
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
、

「緑
の
社
会
資
本
」
と
し
て
の
森
林
を
整
備
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
建
設
企
業
の
人
材
等

を
活
用
し
、
間
伐
を
促
進
す
る
た
め
の
作
業
道
の
整
備
等
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
１
に
つ
い
て

間
伐
面
積
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
二
月
に
開
催
し
た

「美
し
い
森
林
づ
く
り
の
た
め
の
関
係
閣
僚
に
よ
る
会

合
」
に
お
い
て
、

「美
し
い
森
林
づ
く
り
推
進
国
民
運
動
」
の
目
標
の

一
つ
と
し
て
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年

度
ま
で
の
六
年
間
で
三
百
三
十
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
間
伐
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
目
標
は
、
従
来
毎
年
二
十
五
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
度
の
水
準
に
あ

つ
た
間
伐
面
積
を
約

一
・
六
倍
と
な
る
毎
年
五
十
五

一



二

万

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
水
準
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
、
現
時
点
で
こ
れ
を
上
回
る
日
標
に
見
直
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
の
２
に
つ
い
て

森
林
整
備
事
業
の
経
済
波
及
効
果
、
特
に
雇
用
創
出
効
果
に

つ
い
て
は
、
事
業
費

一
億
円
あ
た
り
で
雇
用
で
き
る
労
働
者

数
に

つ
い
て
、
主
な
作
業
種
ご
と
に
、
例
え
ば
、
植
林
作
業
で
は
約
四
千
百
人
日
、
間
伐
を
含
む
保
育
作
業
で
は
約
五
千
三

百
人
日
、
林
道
開
設
で
は
約
千
五
百
人
日
と
推
計
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
雇
用
創
出
効
果
の
高
い
森
林
整
備
事
業
に

つ
い

て
は
、
毎
年
必
要
な
予
算
を
確
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
３
に
つ
い
て

森
林
整
備
事
業
の
予
算
の
う
ち
植
林
、
間
伐
等
関
係
事
業
の
経
費
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
度
当
初
予
算
で
約
千
二
百

六
十
七
億
円
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
林
野
庁
予
算
の
二
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
森
林
整
備
事
業
予
算
の
七
十
人
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
て
い
る
。

二
の
４
に

つ
い
て

林
野
庁
予
算

の
う
ち
約
七
割
を
占
め
る
林
野

一
般
公
共
事
業
を
、
治
山
事
業
、
森
林
整
備
事
業
の
う
ち
林
道
関
係
事
業
、

森
林
整
備
事
業
の
う
ち
植
林
、
間
伐
等
関
係
事
業
の
二

つ
に
区
分
し
、
そ
の
経
費
に

つ
い
て
の
シ
エ
ア
を
見
る
と
、
平
成
十



六
年
度
当
初
予
算
で
は
そ
れ
ぞ
れ
四
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
つ
た
も
の
が
、

平
成
二
十
年
度
当
初
予
算
で
は
そ
れ
ぞ
れ
三
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
十
七
パ
ー
セ
ン
ト

ヘ
と
変
化
し
て

お
り
、
現
状
に
お
い
て
林
野

一
般
公
共
事
業
に
占
め
る
谷
止
め
工
な
ど
の
治
山
事
業
や
林
道
建
設
の
比
率
が
極
め
て
高
い
と

は
認
識
し
て
い
な
い
。

二
の
５
に
つ
い
て

林
野

一
般
公
共
事
業
に
お
い
て
は
、
実
施
主
体
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
等
が
行
う
林
道
等
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
対
し

て
、
国
が
助
成
を
行
う
と
と
も
に
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
対
し
て
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
維
持
管
理
を
行
う
場
合
の
経
費
に
つ
い
て
も
、
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
６
に
つ
い
て

防
護
柵
に
つ
い
て
は
、

「防
護
柵
の
設
置
基
準
の
改
定
に
つ
い
て
」

（平
成
十
六
年
二
月
二
十

一
日
国
土
交
通
省
道
路
局

長
通
知
）
に
お
い
て
、
車
両
の
逸
脱
防
止
性
能
等
の
所
要
の
性
能
を
充
足
す
れ
ば
、
本
製
の
防
護
柵
も
設
置
可
能
と
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
道
路
管
理
者
が
景
観
形
成
の
観
点
や
経
済
性
等
も
総
合
的
に
判
断
し
て
、
防
護
柵
の
材
質
、
形
状
、

色
彩
等
を
決
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



四

今
後
も
、
防
護
柵
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
管
理
者
の
総
合
的
な
判
断
に
よ
り
設
置
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
地
方
公
共
団
体
が
木
製
の
防
護
柵
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
申
請
に
応
じ
て
、
国
と
し
て

地
方
公
共
団
体
に
対
し
補
助
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。




